
第11次新潟県職業能力開発計画について

○職業能力開発促進法の規定により、国の職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内における職

業能力開発に関する基本となる計画の策定に努めることとされている。

○基本計画で定める事項は概ね①労働力需給動向、②実施目標、③施策の基本事項とされている。

○基本的には国の計画期間５年間合わせて策定。（政策プランに合わせて５年間としなかった計画もあり）

概
略

本県の職業能力開発の方向性を示す「新潟県職業能力開発計画」の第10次計画が令和２年度で
最終年次となるため、次期計画を策定する。☞ 計画期間：令和３年度から７年度までの５年間

１ 計画の趣旨

２ 職業能力開発を取り巻く現状と課題

３ 方針と目標

４ 施策展開の方向

５ 成果指標

国
の
基
本
計
画
を
踏
ま
え
つ
つ
、

審
議
会
等
の
意
見
を
反
映
し
策
定 ※県の第８次計画は、「夢おこし」政策プランの年次に合わせてH18～24の７年、その後は４年間としてきた。

主
な
構
成

Ｒ３.９ 新潟県職業能力開発審議会（現プラン評価、骨子検討）

Ｒ３.12 新潟県職業能力開発審議会（計画素案検討）

パブリックコメント実施

Ｒ４.２ 新潟県職業能力開発審議会（諮問答申）

策定、公表

H23 H24 H25 H26 H27

国

新潟県

第８次基本計画第９次基本計画 第10次基本計画 第11次基本計画

第８次 ※ 新･新潟県職業能力開発
プラン（９次計画）

第10次新潟県

職業能力開発計画H18～24

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

第11次新潟県

職業能力開発計画

令和３年３月29日策定
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（参考）

項目

計画策定

知事
(副知事)

　 　 ● 　 　●

県職能
審議会

　 ● ● ● 　 ●

議会 　 ● ●

ニーズ
調査

3月

第11次新潟県職業能力開発計画（R3-7） 策定スケジュール（案）　※日付は第9次・第10次計画の策定を参考に想定

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

骨子策定 素案策定 成案策定

パブリックコメント

了承 ２/下

(諮問・答申)

関係機関・庁内

意見照会

策定

関係機関・庁内

意見照会

審議会（骨子案）

素案

成案審議会（素案）

●

素案

メモ

3/上
レク

12/下

12/中 委員会

説 明

9/16

発注準備

（仕様書策定）
調査実施 納品 データ編作成質問項目作成

１/中 ２/上

12/上

各党

説明

3/

起案 / 決裁 4/

公表

成案

骨子素案作成

骨子素案意見照会

会長説明

7/27

骨子案策定
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